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個人印を押印ください。
積立額が100万円を超える場

合、印鑑証明書印を押印の上、
原本を添付ください。

別途、マイナンバーを申告いただく書類を 

ご自宅に送付させていただきますので、書類到着後、
速やかに申告書類等をご返送ください。

新宿
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会社印を押印ください

令和8年1月1日以後の退職一時金支払について以下の①～③場合、退職所得の受給に関する申告
書兼退職所得申告書（以下：申告書）を添付ください。（①～③は申告書C欄E欄をご記入ください）
①前年以前4年内に退職手当等を受けた場合
②令和8年1月1日以後、かつ、前年以前9年内に確定拠出年金法に基づく一時金を受けた場合
③令和8年1月1日前、かつ、前年以前4年内に確定拠出年金法に基づく一時金を受けた場合
・本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合（退職所得の源泉徴収票コピーを添付）

【ご不明な点等ある場合、全共済までご連絡ください。（TEL：03-3264-1511）】

申告書は全共済ホームページまたは国税庁ホームページ令和8年1月1日
以後の様式をご利用ください。

留意事項：マイナンバー申告書類受理後、退職一時金の支払となります。
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